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1 該当す る事項の国に レを付す る。

2 「I束 述の要領」の記載の末尾 に 野以上」 と記載す る。

1

園 証人 豚
/本

人 □ 鑑定人 □    調書
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事 件 の 表 示

平成 28年
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平成 30年

(フ 〉
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(フ )

第  27562

第  14391

第   3253

号

号 (第 1反 訴事件 )

号 (第 2反 訴事件 )

期 日 平成 80年 7月 3と 目 年前 10時 30分

氏 才l 村中璃子

年 齢

住 所

宣誓その他の状況

〆
/裁

判 長 (官 )は ,寅誓 の趣 旨を説 明 し ,

ど/緊父拿ξ鰹藩泳農罷99冦密合の制栽を
回 鑑 定 人 が虚 偽 の鑑 定 を した場合 の罰 を

告 げ,別 紙 宣誓 書 を読み上げ させ てそ の誓 い を させた。

□ 裁判 長 (官 )すま, さきに した宣誓 の効力 を維持す る旨告 げた。

囲 後に尋閥 され ることになっている証人すま

回 在廷 しない。

□ 裁判長 (官 )の 詐可を得て在廷 した。

□

陳 述 の 要 領

別 紙反 訳 書 の とお り

以 上

(注 )
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被告 (第 1反訴及び第 2反訴原告)村中璃子代理人藤本 (以下 「被告 (反訴原告)

村中璃子代理人藤本」とい う。)

丙第 71号証 (陳述書)及び丙第 88号証 (陳述書 (2))を示す

これは,あなたの陳述書 2通ですけれども,内容に間違いありませんか。

はい,あ りません。

あなたの経歴ですが,丙第 71号証の 1枚 目に書いてあるとおりですか。

イまい。

あなたの耕筆スタイルについて教えてください。

私は医師なんですけれども,医師としてたくさん執筆をする方という

のはたくさんおられると思うんですが,私はほかの人に取材をして書

くということをわざわざして書くスタイルで記事を書いておりまして,

そういった意味では普通の医師の書き物とは少し違つた内容になつて

います。また,普通の一般の記者が誰か専門家に取材をして書くとい

つたものともまた違っていて,専門家としての評価の入つたオピニオ

ンと,そ してノンフィクションの間のようなものを書いております。

きのうの原告側の証言で村中先生側が意見書を出しているんですけれども,

その意見書に対して個人の見解であるとか,関係がないとか,そ ういう話が

ありましたけれども,その点についてはどうお考えですか。

私が意見書をいただいたのは元学長であるとか,それからノエベル賞

候補者であるとか,あるいはこのHPVフ クチンの開発に携わった元

教授であるとか,そ ういった日本の医学会,研究会を代表するそうそ

うたる先生方です。そういらた先生方が今回の池田氏の発表が握造で

あるというふうに述べている以上,私はこれは日本の医学会全体が私

のことを支持しているとも考えています。また。・・。

裁判長

質問に1つずつ答えてください。そこで一二切つてください。
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被告 (反訴原告)村中璃子代理人藤本

それで大丈夫です。続けてください。

ですので,こ の意見が個人的な意見であるというふ うに私は思いませ

ん。特に私の意見は,多 くの日本の医学会からたくさん支持されてい

ると思いまして,こ の裁判が科学的な言論を封じるための裁判,手段

ではないかといつた疑義が上がる中で署名運動も行われ,その署名が

約 3000件 近く集まりました。その署名をしてくれた方々とい うの

は,主に大学教授クラスの研究者であつたり,あ るいは医師,あ るい

は誤つたワクチンに関する情報を与えられたとい うことに憤る一般の

市民たちのものです。

裁判長

一回切つてください。演説会ではありませんので,一 問一答でお願いします。

被告 (反訴原告)村中璃子代理人藤本

今回の池田氏が発表 したマウス実験に関し,脳障害が出ていそうだと,こ う

い う池田氏の発表についてこれを支持されている医師あるいは研究者の方は

御存 じですか。

私は存じ上げません。

池四氏 と今回のマウス実験に関する発表は科学界,医学会から全 く支持され

ていないと,こ ういうことですか。

、  全く支持されていないと思います。

あなたが今回のマウス実験のことを知つたのはどうい う経緯ですかも

3月 16日 の夜に放送されたTBSの NEWS23で の池田氏の発言

です。

NEWS23の 映像を見てどのように感 じましたか。

もしもこの彼の発表 していることが本当であるとすれば大変なことが

起きていると思いました。す方で,動物宴験を初めとする厳 しい治験
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を通つて世界約 140か国で使用されているワクチンです。そのワク

チンについて今 さらこんな基本的なマウス実験でこんなきれいな沈着

の映像が,画像が得られるものかとい うふ うな疑義も抱きました。

それで,あなたはこの池田氏の発表に関する取材を始められたわけですか。

イまい。

あなたは,マ ウス実験の記事を書く前に成果発表会直後にHLAの 記事を発

表 されていますが,なぜHLAの 記事を先に発表されたんですか。

私の所属は京都大学医学研究科のグノムセンターです。私の周囲には

たくさんの日本を代表する遺伝学の権威がおりますので,厚労省のウ

ェブサイ トに発表 した, 3月 16日 の厚労省の発表のネライ ドを,元

データ,それをすぐに周 りに見せたところ,明 らかな間違いがあると

いうことです ぐに教えていただけまして,解析もかけていただいてこ

の池田氏の発表の問題点について指摘することができました。

丙第 29号証 (平成 28年 3月 24日 付寸EDGE Infinitサ 記事 「子宮

頸がんワクチンと遺伝子 池田班のミスリー ド 利用される日本の科学報道 (前

篇 )」 )及び丙第 30号証 (平成 28年 3月 29日 付WEDGE Infinity

記事 「子宮頸がんフクチン「脳障害」に根拠なし 誤報の震源は医学部長 利用さ

れる日本の科学報道 (中篇 )」 )を示す

これは,今回の池田氏の成果発表会におけるHLAに 関する発表の問題点を

指摘 した記事ですけども,あ なたが書いたものですか。

はい,間違いありません。

丙第 62号証の2(意見書)の 2ページを示す             '

この点について,下から5行 目以下ですけれ ども,「 多くの遺伝病が存在する

神経科学の臨床研究者である池田氏が,本来比較できないアレル頻度と遺伝

子保有率を比較するような低 レベルの間違いを犯すところに,やはり「意味

をなさない結果を集めて,何か実在 しない成果や導き出せなぃ知見を作 り上
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げる」という意図を感 じる。こと,こ う指摘されていますけれども,あ なたは

この意見に対してどうお考えですか。

池田氏がこのような基本的なミスをうつかり犯 したのだとすれば,そ

れはもともと池田氏にはそのような毀損されるような名誉は存在 した

とも思えませんし,意図的にやつたのだとすれば非常に重大な問題だ

というふうに感 じています。

昨日は,A氏 も尋間において遺伝子頻度 と遺伝子保有率を混同したことはな

いと話 していましたね。

はい,そ うです。専門でない研究者でも一般的に間違えるようなレベ

ルの問題ではないと考えています。

乙第 3号証 (陳述書)を示す
‐

,乙第 8号証, 13ペマジから14ページ, 6項で宮川教授は厚労省が平成 2

8年 4月 18日 に池田氏のHLA型 に関する発表内容を否定する異例の見解

を発表 してぃることを指摘した上で, 14ページのほうに行けば,池田氏の

社会的評価が大きく毀損されたとは思わないと,こ う表していますが,あ な

たはこの意見に姑 してどうお考えですか。

このような基本的な間違いを犯 したのだとすれば,同僚の研究者にこ

のような評価を受けても仕方のないことだと思います。

乙第 5号証 (平成 28年 3月 16日 の成果発表会における発表内容について)を示

す

まず,乙第 5号証ですけれども,先ほどおっしゃった厚労省の見解 というの

はこの乙第 5号証のことですか。

はい,そ うです。ここに書いてあるとおり,厚労省はこのデータから

はHPVフ クチンが記憶障害などを起こす ということはできず,こ の

遺伝子を持つている方にHPVワ クチンを接種 した場合,記憶障害な

どを起こす可能性が高いとい うこともできませんとぃ うふ うに池田氏
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の発表を否定する内容を国が出しています。

丙第 1号証 (平成 28年 3月 16日 の成果発表会における池田修一氏の発表内容に

関する厚生労働省の見解について)を示す

もう一つ,こ のマウス実験に関しても厚労省の見解が出ているんですが,丙

第 1号証を示 します。

こちらについては,昨 日原告が厚労省からも独 自の調査があったとい

うことを証言されていましたけれども,そ の中で独自の
‐~調

査に基づい

た結果,国が池田氏の不適切な発表により国民に対 して誤解を招く事

態となったことについての池田氏の社会的責任は大きいというふ うに

1   国として不適切な発表,誤解を招いたとい うことを承認 しています。

国が税金を使つて自分たちに研究をさせている研究りIに対してこのよ

うな厳 しい内容のこと,つまり自分たちを否定するような内容の見解

を出すのは極めて異例なことだと考えています。

厚労省のこの見解について,昨 日の池田氏の尋問において厚労省も事前にチ

ェックしていたんだから,厚労省も責任があるんじゃないかと,こ ういった

議論が出ていましたけれども,これについてはどう思われますか。

厚労省のチェックは,十分でなかったことをこの見解を持つてきちん

と厚労省が表明していると思います。

それでは,昨 日のA氏 と池田氏の証言を聞いてあなたとしてはどう思いまし

たか。

1つ 目は,こ こにいないA氏 ,そ して池田氏が証言 したわけですけれ

ども,その中でここに来ていない塩沢氏のせいにいろんなことをして

いるような印象を受けたとい うのがまず 1点です。もう一つは,Nイ

コール 1の 問題を随分 と長 く話していたようなんですけれども,今 日

大江さんが証言されたとお り,Nイ コール 1と い うのは私はマウス 1

匹にたまたま起きた結果を発表 したことを指 してNlの問題 というこ
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とでずつと記事から,そ してこの裁判の過程でも書いてきて,昨 日ま

ではNイ コール 1を知らなかつたということでNイ コール 1と い う言

葉だけで池田氏は言つてきたわけですけれども,突然スライ ドがNイ

コール 1の組み合わせであることは知っていたと,当然だと,それ当

然のことですので,言 うまでもないことなんですが,そ ういうことを

言つてきた りとかして少 し議論をミスリー ドしているような証言に聞

こえる部分がありました。また,最後に裁判長のほうからの質問があ

つた抗体を振 りかける,血清を振 りかける実験の妥彗性についての質

問があつたと思 うんですけれ ども,あれについてももちろん目的が違

えば;例えば症状に出ている人たちに対 して抗体の有無を調べるよう

なことであればやつていい実験ですけれども, 目的がワクチンが脳に

障害を起こすかということを確認するための実験ですので,その目的

に合っていない,その結果と合っていないなというF「象と,も しも池

田氏が臨床経験に基づくいろんなことを言つているということであれ

ば, 140人もの症状を診察 しているのであれば,その子たちの血清

をマウスに振 りかけてみればよかつたわけであつて, 目的と実際の発

表の内容が非常に合致していないというF「象を受けました。

丙第 2号証 (厚生労働省研究班 (代表 :池 田修一教授)が発表 した研究内容に係る

本調査の結果について)を示す

これは,信州大学の本調査委員会の調査結果なんですけれども,こ の結果に

ついてあなたとしてはどういうふ うに評価されていますか。

こちらは,結果は前記の規定に定める研究活動における不正行為及び

ガイ ドラインに定める特定不正行為は認められなかつたというふ うに

なっているんですけれども,実際の内容 としては私が記事に記載 した

Nイ コール 1の問題であるとか,振 りかけ実験であった問題 とかにつ

いて厳 しい指摘がなされています。そして,こ こには不正行為はなか
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ったと言つているわけではなくて認められなかつたと書いてあるだけ

で調査員が求めているのは猛省と再現実験です。再現実験をして,そ

の結果を公表することが求められていますけれ ども,そ して発言の訂

正,そのいずれも現在に至るまで行われていないことに対して池田氏

の意図がどこにあるのかということは常に疑間に感 じます。

丙第 31号証 (平成 28年 6月 17日 付WEDGE Infinity記 事「子宮

頸がんワクチン薬害研究りIに捏造行為が発覚 利用される日本の科学報道 (後篇 )」 )

及び甲第 1号証 (雑誌『Wedge』 2016年 7月 号抜粋)及び甲第 2号証 (ウ

ェブマガジンWEDGE Infinityの ウェブページプリントアウト書面)

を示す

じや,マ ウス実験の取材経緯についてちょっとお伺いしていきますが,これ

らは今回の池田氏の成果発表会 とNEWS23に おけるマウス実験に関する

発表の問題点を指摘 した記事ですが,あなたが書いたものですか。

イまい。

丙第 43号証 (16日 の成果発表に関する質問とご回答のお願い)の 2ページから

3ページを示す

マウス実験に関する取材の経緯についてお伺いします。あなたは, 2016

年 3月 22日 に池四氏にこの取材メールを送 りましたか。

イまvヽ。

丙第 43号証 (16日 の成果発表に関する質問とご回答のお願い)の 1ページを示

す

その前の 1ページロを見てください。これは,池田氏の回答なんですけれど

も,あなたはこの池田氏の回答に関し,どのように考えられましたか。

HLA型 についての回答がまず全般にありますけれども,こ れについ

ては私の行つた質問と一切関係のない回答を返 してきていて非常に不

誠実だと感 じました。また,マ ウス実験に関する回答については研究
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のオリジナリティーと論文作成のためデザインについても,それから

データについての解説もできないということで通常国の税金を用いて

いる研究に対して問い合わせがあつた場合にはそれが同僚の研究者か

らのものであっても取材であつても一般市民からのものであってもそ

れについての質問に真摯に答える義務とい うものがあります。しかし,

そ ういつた誠実な態度がとられなかったので,非常に不実だなという

ふ うには感じました。

医師同士あるいは研究者同士の間でこういう御 自身が発表した研究に関して

問い合わせがあつた場合は,通常どういうふ うに対応するんですか。

既に発表している,発表というのは,それは論文発表や学会発表だけ

でなくてメディアであったりとか,新聞の記事に書かれたりとか,そ

ういうことも含めてだと思いますけれども,そ ういうものに書いて間

い合わせがあった場合には説日月をするとい うのは最低限の義務だと思

います。

それは,科学界において共通のルールだということですか。

はい,常識だと思います。

あなたとしては,その池田氏の回答を見て今後取材をした場合に池田氏がど

うい う紺応をとると考えましたか。

池田氏は,何も私に封 して説明をするつもりもディタを開示するつも

りもない。さらに,彼は当時医学部長で副学長 という高い立場にあつ

た人ですので,機関としてもこれを開示するつもりがないのではない

かというおそれさえ抱きました。

そこであなたはA氏に取材をすることになつたわけですね。

はい,そ うです。

A氏は,当初取材に協力的でしたか。

ええ,非常に協力的でした。まず,A氏に姑する取材は藤田保健衛生
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大学の取材に同席 してくれた方ですけれども,宮川剛教授を通じて行

われました。そのときに宮川教授が池田先生があのような発表をされ

て世界に誤解が広まっている以上,実際に研究をされたA氏もしつか

り自分で説明をしておく必要があるのではないかというふ うな呼びか

けを送つたところ,A氏のほうから私のほうからも喜んでしっかりと

ディフェンドさせていただきたいと思いますというふ うな取材に快く

応 じるメールが来ていました。

その後A氏の取材に対する態度はどうなりましたか。

まず,池田氏と塩沢氏がA氏に私との接触を禁じているとい うことを

非常に気に病んでいる様子がありまして,その中で私が当時本件マウ

ス実験の記事が出るずつと前ですけれども,子宮頸がんワクチン問題

についてのシリーズの初めての記事である「あの激 しいけいれんは本

当に子宮頸がんフクチンの副反応なのか」というこの記事を高く評価

してくださっていた当時日本産科婦人科学会の会長で京都大学の産婦

人科講座の教授である小西教授が私と交流がありまして,小西教授が

たまたまA氏の以前の指導者であったとい うことがわかつたため,小

西先生を通 じて説得をしてもらったところ,A氏が池田氏,それから

塩沢氏の制上を振 り切つて恐 らくは研究者たちの良心に基づいて話を

するという趣旨で来てくれたものと考えています。昨日も尋 F口日の中で

A氏が小西先生から2日 にわたり1時間以上の説得,相談を受けたと

い うことを自分で証言 していましたけれども,そ ういったきちんとし

た考える時間を経て本当のことを話 しに来てくれたA氏の取材 という

機会を持てたのは非常に大事だつたなと思つています。

あなたとしては,A氏が研究者 としての良心に従つてあの取材の場に来られ

たと,そ ういうふ うに考えたわけですか。

はい。医学部の中で指導,上司の教授あるいは医学部長 という立場の
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人は絶対的です。そ ういつた中で例えば研究費であるとか,就職であ

るとか,そ ういつたものまでも, 日常までも左右するような非常に力

の強い,上下関係の大きな力関係の強い組織ですので,そ ういった中

で上のほうの決定を振 り切つてきたとい うことは相当の覚悟があつた

ものとい うふ うに感 じていました。

丙第 73号証 (A氏 と被告村中璃子との間のメール「返答です。:雑誌到着のご確認」)

の 3枚 目を示す

甲第 1号証のウェッジの雑誌をA氏が読んだ後にあなたはA氏からこのメー

ルを受け取つたとい うことですか。

はい,そ うです。 6月 17日 ぐらいに多分雑誌は届いていまして,そ

れを読んだ後に 6月 20日 に私に来たメールです。ここにこのように

書かれています。

この 3枚 目のところなんですが,このA氏のメ■ルの内容に姑し,あなたと

してはどのように理角甲されましたか。

私といたしましては,「先日御会いした際,御話しをした内容が慕実で,

だいたい全てです。」というふうに書いてありまして,こ れは私の記事

の取材を受け, さらにその取材をもとに書いた記事を読んだ後のメー

ルですので,あの記事で聞いた内容をしっかり記述できたものという

ことで確信が持てました。

丙第 73号証(A氏 と被告村中璃子との間のメール「返答です。:雑誌到着のご確認」)

の4枚 目を示す

ここに書いてあるウェブの記事というのは,先ほど示した甲第 2号証の記事

ということでよろしいですか。

はい。ウェッジで時々やる形として本誌で書いたものを何度かウェブ

に出して展開していくといダことがあります。その際に本誌のほうに

出したところに例えば誤りがあつたりとか,書かれた人がこれは違う
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といつたことが出てきた場合にその部分を修正して本誌 と誤 りのあっ

た旨を記載 しながらウェブのほうで記事にすることがあります。その

ため,今からでも追加することがあれば,あ るいは直したほうがいい

ところがあれば原稿に修正を加えることが可能ですというメールを送

つてお りますけれども,その後記事を修正してほしい,こ こが誤 りで

あつたといった指摘は私のほうに来ておりません。

訴訟が始まつて以降のA氏の様子はいかがでしたか。

ちょっと今までとは違つたところが出てきましたもまず第一に,今回

法廷に証人として出廷してほしいということを原告側も被告側もみん

な要請 していたんですけれども,原告の代理人の言葉によれば就職活

動をしているためにその就職の面接の日とバンテイングするかもしれ

ないので,来れないかもしれないというのは最初に言つていたことで,

それから私の顔を見ると致死性の不整
「

氏が起きるかもしれないので,

持病があるので,体調の理由で来れないかもしれないというふうに理

由を二転三転させながら,なかなか証人出廷できるかどうかがわから

ないというぶうな状況が見られました。証言の中でも,昨 日の証言も

ありましたけれども,当初の取材のときに語つた内容とは違つて原告

とつじつま合わせているように感じられる部分もありました。という

のもA氏が別にこの信州大学やめた後で移つた国際医療福祉大学を信

州大学から移動させた遺伝子改変マウス実験の移動の件で雇いどめに

なつているんですが,その件に関する裁判で池田氏と同じ方たちが代

理人をしているということで非常に連絡をとりやすい状態にあつたと

いうことがあるのではないかと考えています。

原告 (第 1反訴及び第 2反訴被告)代理人野間 (以下「原告 (反訴被告)代理人野

聞」とヤ`う。)

ちよつと異議あり。完全にこれ意見にわたつているので,あ る程度本人の体
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験とか,本件に関係することでの意見を求めることに限定していただきたぃ

と思いますけども。

被告 (反訴原告)村中璃子代理人藤本

本件については,押土造に関する解釈が問題 となつていて,意見にわたる部分

も当然必要と考えます。

原告 (反訴被告)代理人野間

それは一部はあります。本件の取材過程とか,意見書に関しては結構かと思

いますが,訴訟活動に関してはお控えいただけますか。

被告 (反訴原告)村中璃子代理人藤本

甲第 1号証 (雑誌『Wedge』 201o年 7月 号抜粋)の 42ページを示す

昨日池田氏のほうは,こ の 3段 目にある「手渡した資料には子宮頸がんワク

チン以外のフクチンでも強く緑色に染まった画像が何枚もあつた。 しかし,

池田教授は,子宮頸がんワクチンでよく光つている写真 と他のフクチンで光

っていない写真が組み合わさったスライ ドだけを発表したのだという。これ

は重大な捏造である」と,こ のところだけを主に証言されていたわけですが,

今から他の捏造の部分について確認 していきますけども,まず甲第 1号証の

冒頭 41ページ,1段 目にある「信 じがたい捏造行為」,あ るいは44枚 目に

ある「それぞれの立場と動機から,捏造に手を染める研究者たち一これが国

費を投 じた薬害研究班の実態だ。」と,こ ういった表現に使われている捏造と

はどうい う意味なんですか。

国の税金を使つて子宮頸がんフクチンの副反応を研究している研究班

が存在していない,証明されていないフクチンによる薬害を存在 した

かのように発表したことです。

その研究班の研究代表者は誰なんですか。

原告池田修一氏です。

ここでいう今お示しした 2つの箇所でい う捏造とは具体的に何を指 している
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んですか。

具体的には第一義的にはフクチン打つていないマウネの脳切片を示 し

ながら子官頸がんワクチンを打つたマウスの脳だけに異常が起きたと

いうふ うな発言をNEWS23等 でしたことです。

甲第 1号証 (雑誌『Vedge』 2016年 7月 号抜粋)の 41ページを示す

この「信 じがたい捏造行為」の前後の記載を見ます と, 3行後ろに「子宮頸

がんワクチンを打ったマウスの脳にフクチンによる異常が発生したとい う科

学的事実はなく」とあって,その前に戻ると,に もかかわらず「子宮頸がん

フクチンを打ったマウスだけ,脳の海馬・記憶の中枢に異常な抗体が沈着。

海馬の機能を障害してそうだ」と,こ うい うふ うにNEWS23あ るいは成

果発表会でも同趣旨の発表をされたことが捏造に当たるということですか。

はい;第一義的にはそ うです。

甲第 1号証 (雑誌『Wedg心 習 2016年 7月 号抜粋)の 43ページを示す

甲第 1号証の48ページロにある,こ の 3段 目に「A氏によれば,なんと発

表 された写真は,フ クチンを打つたマクスの脳のものではない」と,こ うあ

りますが,こ の部分が捏造を裏づける事実であるということですか。

はい:それは主な部分です。

甲第 2号証 (ウ ェブマガジンWEDGE Infinityの ウェブページプジン

トアウト書面)の 1枚 目を示す

これはNEWS23で 放送された映像のキヤプチャーですけれども,こ こに

ある子宮頸がんワクチン異常ありと書いてあって,その下にある緑色に光っ

た脳切片,これは子宮頸がんフクチンを打っていないマウスの脳切片だとい

うことですか。               ｀

はい,打っていないマウ不の脳切片で池田氏もそのことを認めていま

す 。

NEWs23で放送されたスライドであつたり,厚労省成果発表会のスライ

-13-



ド, この両方とも緑に光つた脳切片,こ れは子宮頸がんワクチンを打つてい

ないマ :ン スの脳切片だとい うことですか。

はい,間違いありません。

甲第 5号証 (「 ワクチン接種後の血清 (自 己抗体)のマウス海馬への沈着」と題する

ネライ ド)を示す

これも先ほど申し上げたとおり,成果発表会で出された資料ですけれども,

これも子宮頸がんワクチンを打つていないマクスの脳切片だとい うことで間

違いないですね。

はい。このHPVと 書いたところが緑になっている脳切片,こ れはワ

クチンを打つていないマウスの脳です。

甲第 17号証 (A氏のプログレスミーティング資料)の 31枚 目を示す

これは,プログレスミーティングでA氏はこのマウス実験について池田氏ら

に説明するために用いたとされるスライ ドですけれども,こ のスライ ドにあ

るサーバ ヅックス 12か月と書いてある緑色に光つた脳切片も子宮頸がんワ

クチンを打つていないマウスの脳切片だということですか。

これもワクチンを打つていないやウスの脳切片です。

甲第 7号証 (「 ワクチン接種後の血清 (自 己抗体)のマウス海馬への沈着」と題する

スライ ド)を示す

これは,平成 28年 1月 8日 の班会議で塩沢氏がこのマウス実験について池

田氏らに説明するために用いたスライ ドですが,これもHPVと 書いてある

緑色に光づた脳切片が子宮頸がんフクチンを打うていないマクスの脳切片だ

とい うことですか。

これもフクチンを打つていない月肖七男片です。

そ うすると,プログレスミーティングのスライ ド,班会議のスライ ド,NE

WS23の スライ ド,成果発表会で池田氏が発表 したスライ ド,こ の計 4つ

のスライ ドにある緑色に光った脳切片はいずれも子宮頸がんフクチンを打つ
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ていないマウスの脳切片だとい うことですか。

はい,そ うです。

丙第 79号証の3(NEWS23反 訳)を示す

これは,池 田氏のNEWS23の 発言の全部反訳ですけれども,こ の 2枚 目

ですが,子宮頸がんワクチンを打っていないマウスの脳切片なのに,池田氏

は子宮頸がんワクチンを打つたマウスだけどうも脳の海馬といつて記1憶の中

枢があるとこに異常な抗体が沈着 して海馬の機能を障害 していそ うだと言つ

ています。これは,事実ではないということですか。

これは事実ではありません。

その下ですが,こ れは明らかに脳に障害が起こつているということですね。

フクチンを打つた後こうい う脳障害を訴えている患者さんの共通した客観的

所見がこうじゃないですかということを提示できていると池田氏が話してい

ますが,これは事実ではないということですか。

事実とは思いません。

その前後のナレ
=タ

ーの記載から見て,その発言というのは何に関するもの

だと考えますか。

i池四氏のほうは,こ れはNEWS23の 編集だと言つていますけれど

も,この共通した客観的所見,明 らかにといった提示できている,そ

の根拠となっているのはこのマウス実験のスライドであるとしか読め

ません。

あなたとしては,池田氏が主張するような編集の間違いをTBSの記者がさ

れると思いますか。

まず,酢 日のお話ですと4度 も取材を受けていたということで,途中

でもしもこの実験に関する記者の理解が間違つていれば,池田氏のほ

うからその理解をr足す間違いを正す機会は何度でもあつたと考えます。

また,も しも私が自分の意図とは違う発表をこのような形でされた場
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合には私が専門家として取材を受けて話をした場合にこのような意図

とは違う形で発表されたら,すぐさまその報道を行つた媒体のほうに

私であればクレームを入れます。

甲第 18号証 (平成 28年 3月 16日 成果発表会の録音反訳 (開会挨拶から原告説

明部分まで))の 13ページを示す

これは,成果発表会での池田氏の発言の反訳ですけれども,下から8行 日以

下に「脳の海馬と呼ばれている記憶の中枢のところに, このHPVフ クチン

を打つたマウスだけ,こ ういう異常抗体がついている。」と,そ の後下から2

行日に「だから,こ のマウスは脳と末梢神経と同時に障害を受けていそうだ」

と言つています。これは,事実ではないということですか。

イ 事実ではありません。

だから,あなたは成果発表会で池四氏が子宮頸がんワクチンを打つたマウス

だけ脳の海馬に異常な抗体が沈着していて,脳に障害が起こうていると発表

したり,あ るいはNEWS23で 池田氏が明らかに脳に障害が起こつている,

フクチンを打った後こういう脳障害を訴えている患をさんの共通した客観的

所見がこうじゃないですかということを提示できているという発言をしたこ

とを捏造だと表現したわけですか。

はい,存在しない薬害を捏造していると思いました。

丙第 74号証の4(意見書)の 3ページを示す

これは,柳沢正史先生の意見書ですけれども, 3ページロの最後の2つの段

落で,実際に行われたワクチンを接穂したマウスの血清を他の正常マウスの

脳に振りかける実験からは,HPVワ クチンを打つたマウスだけ脳に障害が

発生したという研究結果を導くことは不可能であって,こ のような研究結果

は存在せず,事実でありませんと,こ ういうふうに指摘して池田氏の発表が

極造であるという結論を出していますが,こ の意見についてはどう思われま

すか。
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柳沢先生は,ノ ーベル賞候補にも何度もなっている大変実験の経験も

豊富な方ですけれども,こ こに,故意に存在 しない研究結果を,全 く

異なる種類の実験データに基づいて発表したものとして,厚労省の研

究活動における不正行為への対応等に関するガイ ドラインにおいて担

造に当たると同時に事実でないことを事実のようにこしらえたものと

して一般的な用語の意味においても寸塁造に当たりますと表 しています。

あなたとしては,そ の意見に関して同意されるとい うことですね。

はい,同意しています。

甲第 1号証 (雑誌『Wedge避 2016年 7月 号抜粋)の 42ページの 3段 目を

示す

ここに先ほど引用した 「手渡した資料には子宮頸がんフクチン以外のワクチ

ンでも強く緑色に染まった画像が何枚もあつた。 しかし,池田教授は,子宮

頸がんワクチンでよく光つている写真 と他のフクチンで光っていない写真が

組み合わさったスライ ドだけを発表 したのだという。」とありますが,こ れは

A氏の取材に基づいて書いたんですか。

はい,A氏の発言について書いたものです。

丙第 83号証 (陳述書 (2))の 1ページから10ページを示す

丙第 88号証の 1ページから10ポージというのは,先ほどから何回も出て

いる乙第 7号証の 2の取材反訳を抜粋 したもので宮川教授,大江さん,村中

先生,それからA氏 , 4人のや りとりが書かれているところで,それを抜粋

したも手のですが,こ の中で他のフクチンを打つたマウスでも緑色に染まった

画像が何枚もあつたこと,池田氏がその中から今回の成果発表会のスライ ド

の画像をピックアップしたこと,こ ういうことをA氏が取材で話 したという

ことですかと

はい,そ うです。これは,先ほど大江さ
～

も読み上げてぃましたけれ

ども,8ページのところに「ミーテイングのときにね,「先生,そ う言
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うけれども,他のマウスも緑に染まつてるじやないですかとって言っ

たら,「 それはいいんだよ」っていう話が出てきて,池 田先生に確認 し

ているということが書いてあります。それから,私のほうからもサー

バリックスの先ほどから出ている写真,あの中ですごくやつぱリサー

バ リックスがきれいにくつきりと緑に写つているので,こ れについて

も私は質問しています。「サーバリックスの差つてやつぱりすごく濃 く

見えますけど,こ うい うふ うにきれいに他のものでも染まることつて

あったんですか。」と,するとA氏は「ありましたよ。」,「だけど,こ

の,一番サーバ リックスがきれいに染まっているデータを池田先生に

お捜 しした理由は何かあるんですか。」と私が聞いたら,「いや,だか

ら,それだけじゃないですもん。」とA氏。私が「もつと,これが何枚

もある。」,A氏 「もう,も う何枚もある。」;村中「あIで,池田先生

が,こ れ取つたの ?ど ,宮川 「で,それ,これピックアップ。」,「 ピッ

クアップしただけなんですよ。」とA氏が発言しています。

このや りとりの中で何枚もあったという他のワクチンを打つたマウスでも緑

色に染まった画像とい うのは,マ ウム海馬の画像であるとあなたは理解 して

いましたか。

マウス海馬の画像についてしかF口写題にしていませんので,当然マウス

海馬の画像ですし,先 日池田氏もマウス海馬の画像の話 しかしていな

いと御自分で発言されていました。

今その池田氏の発言というのは,こ の研究班での話 ということですか。

いいえ。きのうの証言,尋問のときに網膜のものはもともと話にして

いないというふ うにおらしゃっていました。

それは,研究班においてとい うことですね。

はぃ,そ うだと思います。  、

取材に同席 していた大江さんと宮川 さんは,マ ウスの海馬の画像であるとい
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う前提の話であるという理解を共通理解だったんですか。

当然海馬のマウス画像の取材に行つたので,そ の理解です。

甲第 1号証 (雑誌『wedge』 2016年 7月 号抜粋)の 42ページを示す

甲第 1号証の42ページ, 3段 目のこの部分が主たる捏造となる事実の摘示

だと, こう主張されているんですけれ ども,こ の原告の主張についてはどう

考えていますか。

一般的な読解力をもつてすれば,こ の部分が主たるとは読めないこと

は明らかです。私は,こ のマウスの実験の前提からワクチンを打つた

マウスの脳に異常が起きたとい う発言をしたことを先ほどから申し上

げているようにこの前提と結果のギャップ,これについて薬害の握造

だと申し上げているのは第一義です。そのほかにもNが 1の問題であ

るとか,幾うかの問題がありますけれども,前提としてはそこの部分

です。

他の意見書,ほかの研究者の方の意見書出されていますけども,ほかの方は

どのように述べ られていますか。

これまで計 4通の意見書が出ていますけれども,全ての方がこのよう

な・・・。

計 3通ですか。

ごめんなさい。

宮川教授は陳述書なので。

宮川先生の陳述書も入れると4通の専門家の意見が提出されています

けれ ども,その中でこうしたワクチンの血清内の抗体の産生を見るタ

イプの,振 りかけるタイプの実験をもつてフクチンを打ったマウスの

脳に異常が生 じているとい うふ うな結論を導くことは祖造行為に当た

るとい う判定をしています。

原告が先ほど指摘 した部分が主たる捏造となる事実の摘示だと言っているん
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ですけども,それに関してはあなたとしてはどうい うふ うに考えておられま

すか。

基本鶴にはA氏が,池田先生が幾つもあるから,ピ ックアップしたと

いう発言をしたとい うことを,済みません,出 してもらえますか。摘

示しているということしか・・・。

甲第 1号証 (雑誌『Wedge』 2016年 7月 号抜粋)の 42ページを示す

甲第 1号証の42ページ, 3段 目。

A氏がそう発言したという事実を摘示 しかしていませんし,甲第 2号

証,WEDGE Infinityの ウエブ版の記事でも2ページロ,

「A氏が語ったことの詳細は」ということの中の 4番 目として 「子宮

頸がんフクチンだけが光つた画像 とグラフは,数あるマウスの脳切片

の 1つ (N=1)に たまたま起きた状態である」というふ うに書いて

いますので,A氏の発言の内るを摘示 したにすぎません。

先ほどの甲第 1号証の記事なんですけども,手渡したとい うのは,こ れは誰

に手渡 したというふ うに書いているんですか。

私は,誰に手渡したとも書いていないんです。A氏が示 した,疲 した

発表者,研究者あるいは発表する人,それから責任者 としてこの研究

を取 りまとめる人に渡したという意味で書いてあつて,誰にとい うこ

とを具体的に書いている記述は一つもありません。

誰に手渡 したどうかというのは,本質的な問題 じゃなくて池田教授がピック

アップしたから,問題だと,こ うい うことですか。

そ うです。幾つもあつたことを認識 していながら,その中の都合のよ

い 1つ を選んだということが問題であって,認識 していたかどうかと

い う意味で書いたにすぎません。

それは,池 田氏が公表をしたからとい うことですか。

そ うです。彼は,主任研究者であり発表する立場にあった人だからで
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す。

甲第1号証 (雑誌『Wedge』 2016年 7月 号抜粋)の 40ページ及び甲第2

号証 (ウ ェブマガ ジ ンWEDGE Infinityの ウェブペ ー ジプ リン トア ゥ

ト書面)の 1枚 目を示す

甲第 1号証の40ページのタイ トルのほうですけれども,「 子宮頸がんワクチ

ン薬害研究班 崩れる根拠,暴かれた捏造」,それから甲第 2号証の 1枚 目の

タイ トル 「子宮頸がんワクチン研究班が担造」とありますが,こ れはあなた

が書いたんですか。

いいえ,違います。これは,普通タイ トル回りとか, リー ドというた

ところは編集部責任ですσ)で,担当編集者で編集長だつた大江さんが

つけました。

甲第 2号証 (ウ ェブマガジンWEDGE Infinityの ウェブページプリン

トアウト書面)の 5枚 目を示す

辞任で うやむやの小見出しの上に「これは「子宮頸がんフクチンを打ったマ

ウスの脳に障害が起きた」と言 うために造られた実験であり,〃 捏造の意図

″があったと結論付けざるを得ない。」とありますが,こ れはどういうことな

んですか。

まず,こ の発表の内容 と先ほどから何回も言つていますけれども,も

ともとの前提の実験が全く合つていないこと,それから池田先生がフ

クチンを打つていないマウスの脳を示 しながら,ワ クチンを打つたマ

ウスの脳だけにとい うふ うな表現,それからす ぐデザインの内容 とか,

それからデータの一部,全体のデータをくれと言つているわけではな

くてどんな実験なのか説日月してくれといつたことを聞いても答えない。

それから,ス ライ ドが最終的にA氏からもらえなかったんですけれど

も,それは池田先生と塩沢先生が出すなと言つているからだとい うふ

うにA氏は言つてきていますけれども,そ ういつたもともとのスライ
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ドが出てこなかつたという,何か情報を隠すような行動の全体を総合

して考えると,やはりこれは子宮頸がんフクチンを打つたマクスの脳

に異常があった,障害が起きたとい うための実験になつているのでは

ないかという,こ この部分,全体的な捏造の大きな根拠 というのはこ

こにあると思います。

池田氏は,フ クチンを打っていないマウスの脳であるとい うことを知 りなが

ら,ワ クチンを打つたマウスの脳だと発表 したことにあいては今まで御説明

いただきましたけれども,マ ウス 1匹の血清を用いた結果にすぎないこと,

つまりNイ コール 1であることを池田氏は知っていながら発表 したんですか。

はい;知っていたとは思います。

それは,なぜそ うい うふ うに言えるんですか。

まず,Nの問題,つまり何匹のマウス,母集団の中であつて,それが

何匹のマウスで再現されたのか,同 じことが起きたのかとい うのは研

究データの評価をする際に一番重要なポイン トです。それをこれだけ

の研究経験のある池田先生がNの数に興味を持たず,そ してその確認

をしなかつたとい うことIま考えがたいからです。

もし本当に池田氏がNを確認 していなかつたとすれば,それはどうい うふ う

に評価できるんでしょうか。

意見書にもあると思 うんですけれども,意図的でなくても確認を怠つ

た重過失があつた場合にそ ういつた虚偽の実際の起きていないデータ

を発表 してしまった場合にはそれも不正に当たるというふ うなガイ ド

ラインがあります。もちろん書いた当初から私はそ ういったガイ ドラ

インがあるということを認識 していたわけではありませんけれども,

幾つかの専門家の意見書を得る過程でこういつたものも研究者コミュ

ニティーの中でも捏造に当たるとい うふうに認識されていることを知

りました。
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丙第 74号証の4(意見書)の 6ページを示す

丙第 74号証の 4の柳沢先生の意見書の 6ぺ‐ジの下から5行 日以下を示 し

ますけれども。

「したがって,池 田修一氏は,「研究者 としてわきまえるべき基本的な

注意義務を著 しく怠つた」ものであり,そ の結果,「 HPVフ クチンを

打つたマウスだけ,脳に障害が発生した」という存在 しない研究結果

を作成 して発表 したことになり,「厚生労働分野の研究活動における不

正行為への対応等に関するガイ ドライン」において 「ねつ造」にあた

ると考えます。」とあります。

甲第 1号証 (雑誌『Wedge』 2016年 7月 号抜粋)の 42ページの 4段 目を

示す

先ほどのNイ コール 1の問題というのが記事でい うと,こ こにある「チャン

ピオンデータで議論を進めるのは紛れもない捏造である」と,こ の部分を指

すんですか。

はい,そ うです。

この意味からも捏造であるということですね。

イまヤヽ。

.次,今回あなたは訴訟の初めの段階からプログレスミーカィングの資料や実

験ノエ ト,生データの提出を池田氏に求めてきましたが,提出されましたか。

なかなか提出されることがありませんでした。最終的に提出されたの

は, 1年 ぐらいたってからだと思います。プログレスミーティングの

資料というものだけが提出されています。

甲第 17号証 (A氏のプログレスミ●ティング資料)を示す

これが池田氏が裁判所に提出したプログレスミーティングの資料ですね。

は 彰ヽ 。

丙第86号証 (第 1回本調査委員会資料一式)の 95ぺ▼ジから113ページを示
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す

これは,本調査委員会に提出されたプログレスミーティングの資料ですね。

1まい。

甲第 17号証は,池 田氏がプログレスミーティングの資料であると主張して

いる計 47枚のもの,一方でこの丙第 86号証の 95ページから113ペー

ジは本調査委員会に提出されたプログレスミーティングの資料で合計 19枚

なんですが,甲第 17号証には丙第 86号証にはないマウスの網膜の画像が

含まれていることはわかりますか。

はい,わかります。

甲第 17号証 (A氏 のプログレスミーティング資料)の 14枚 目から19枚 目を示

す

甲第 17号証の 14枚 目から19枚 目ですけれども,これ らマウスの網膜の

写真なんですか。

はい。このRetinaと 書いてあるものが網膜のことです。

レティナという英語のことですね。

は い 。

甲第 36号証 (陳述書 (2))の 2ページを示す

(5)の段藩ですけれども,そ こでは塩沢氏が勘違いした資料を本調査委員

会に提出したのだろうという主張をA氏がされているんですけど,こ れにつ

いてはどう考えておられますか。

私のこの原告側からプログレスミーテイングの資料が提出されたのは,

ちょうど私がA氏の取材の反訳を出したすぐ後なんですけれども,そ

れを見て恐らくそこの部分で網膜のことに一言触れている部分があり

ます。私たち,宮川先生も私も大江さんもレティナの問題関係ないと

思っていたので,議論を全 く深めることもしていませんけれども,そ

この部分を見て恐らく何かの議論に使えそうだとい うことで後からこ
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のレティナの部分の画像を足したのではないかとぃ ぅふ うには推測は

しています。よって,塩沢先生がきのうなくしてしまつたから,誰か

からもらつてまた出したみたいなことを言つていましたけれども,ち

よつとそこの部分の信憑性はわからないなとい うふ うには考えていま

す。                       .

原告 (反訴被告)代理人野間

まず,今回Wedge7月 号に原稿を書くということについて大江さんとの

間で話題に上ったのはいつごろですか。

3月 の段階でHLAの 記事を出したときに,マ ウスのほうについては

どうしても情報が得 られていないと,そ うい うことでいつかもしも大

江さんがやめる前までに間に合えば書きたいということで話していた

とい うだけで,二,二月の段階からずっとこの問題についての取材を

続けていました。

もちろん知っています。大江さんがやめる前にとい うのは, 6月 末をもつて

やめる可能性があるとい う認識あつたんですか。

はい,あ りました。

そ うい う話がちょうど10年たつから,も しかしたら異動になるかもしれな

いと,こ うい うお話があつたんですか。

そ うです。

具体的に本決まりになったのは,当然のことですが夕 6月 3日 の取材の後で

すよね。

そうだと思います。私は,そのことはプライベー トなことなので,よ

く知 りません。

ごめんなさい。記事を書くことです。

準備はしていたんですけれども,具体的に 3日 の取材がとれることに

なったので,これなら記事になるねという話をしました。
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6月 3日 の記事を受けてこの内容を中心に書こうと。

はい,そ うです。

初稿を出されたのはいつですか。

それも先ほどから何度も聞かれているんですけど,私も見ないとわか

らないんですが,多分・・・。

あなたに聞いたの初めてだけど。

いやしヽや,大江さんにも何度も聞かれて,彼に私は記事をずつと送っ

ていますので,パ ソコン・・・。

' 
別に大体でいいです。

締め切 りいつもぎりざりなので,多分 7日 か, 8日 か,そのぐらいだ

と思います。

6月 7日 か, 8日 ぐらい。

イまヤヽ。

初稿を出す前に具体的に確認 した内容ですが,池田さんには連絡をとられて

いないですね。

とっていません。

それはなぜですか。

池田氏は,ま ず回答,取材を拒否していました。そして,A氏にも私

の取材に応 じないようにという指示を出していましたので,まずA氏

の取材に基づいて書くしかないという判断でいました。

丙第 43号証 (16日 の成果発表に関する質問とご回答のお願い)を示す

これ先ほど主尋問でも提示があつたと思 うんですが,池田先生との 3月 のや

りとり。拒否 していたとい うのは,こ の回答をもつて拒否 したという意味で

すね。

イまい。

この内容は取材拒否とか,返答拒否ということではないんじゃないですか。
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いいえ,私の質問のほ うをよく見てください。たくさんの質問を具体

的に挙げています。それについて 。ここ。

結構です。それから,IIさ んにスライ ドを結局もらえなかったですよね。

はぃと     ハ
もらえた場合ともらえなかったことに関して,記事を書くとか内容によつて

変化はなかつたんですか。

もらえればより確たる事実が出てくる可能性があつたので,安心感を

持つて書けたと思 うんですけれども。

なくても書けるということね意

池田氏があの実験のデザインから,A氏は私のところに実輝父デザイン

を話 しに来るというふ うに昨日も尋問で言つていましたけれども,A

氏から確認 した実験デザインをもつて発表を行つたとい う事笑だけで

私はこの捏造とい う薬害があるかのような情報を社会に公開したとい

うことの大筋は変わらないという判断でいたので,変わらないと思い

ます。          、

結構です。握造という表現についてお聞きしますけれども,先ほど大江さん

の尋問のときに初稿の話をしたときに大江さんが捏造 とい う表現はむしろ自

分のほ うがジー ドしたんだとい うような趣脅の発言があつたんですが,それ

聞いてお られましたね。

はい,聞いていました。

初稿の中に捏造という言葉を入れることはあなたのアイデアなんですか,大

江さんのアイデアなんですか。

よく覚えていませんけれ ども,捏造というのはかなり強い言葉なので

よく覚えていないならよく覚えていないだけで結構です。

覚えていません。
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具体的に大江さんから捏造という言葉を使ったらどうかという指示を受けた

わけではないですね。

受けていないと思います。覚えていません。

被告 (反訴原告)村中璃子準備書面 (2)(平成 29年 3月 14日 付)の 4ページを

示す

先ほど主尋間のときに,ち よつと早口でわからなかったんですけど,握造と

は云々かんぬんで発表することという御発言があわたんですけども,基本的

にはこの準備書面 4ページの「いずれの「捏造」の表現も」とい うところ以

下に書いてある内蓉 と同一のことをおつしゃつたとい うことでよろしいです

ね。

イまヤヽ9

この記事に用いられている捏造というのは,全てこの意味だとい うふ うに準

備書面にも書いてあるんですけど。

全てとい うか,原則第一義的にとい うことです。

「いずれの「捏造」の表現もJと いうふ うにありますので,こ の意味・ ,・ 。

揚げ足をとらなぃでください。もちろん原則的にそうい う意味で書い

ています。

甲第 1号証 (雑誌『Wedge』 2016年 7月 号抜粋)の 44ページを示す

そ うすると,甲第 1号証の44ページ,左から七,人行 日,最後の段落です

けども,こ この「それぞれの立場と動機から,捏造に手を染める研究者たち」

というふ うにありますね。ここは複数ですね。

そうです。

これは誰を指すんですか。

これは,ス タップのときと一緒なんですけれども,複数の人が '… 。

端的に答えてください。誰のことですか。

簡単に答えられないので,待つてください。基本的原員Jと しては,池
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四氏 と塩沢氏 と
ぶ

す 。

は,成果発表会 とかNEWS23で 発表,発言 していないです

あの発言に至るまで 。・・。

していないですね。

していないです。

結構です。

していないので,池田さんの言葉だけを書きました。

乙第 3号証 (厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイ ド

ライン)の 6ページを示す

結構です。これ,まず現段階では当然御存 じですね。

イまい。

ガイ ドライン。

イま彰ヽ。

本件執筆当時は御存 じでしたかを

知 りませんでした。

科学の問題をこの原稿では書いて,あなたは裁判を起こされたとき科学の問

題を法廷に持ち込んだとい うふ うに池田さんに批判されたと思 うんですけれ

ども,科学的な論を書くときにこの定義を失日らずに書いたということになる

んですか。

そうです。私の執筆活動は,冒頭で述べましたとお り,一般誌に向け

て科学の問題をわかるように書くとい うところが原則ですδそういつ

た意味でガイ ドラインの評価をしているわけではありませんЬ

では,現段階での評価で結構ですけれども, この 「存在 しないデータ,研究

結果等を作成すること」というのは先ほど示 した村中準備書面 (2)の 4ペ

ージの記載 と同下のことなんですか。

塩沢氏と

ね。

■氏
ハ

-29-



どこですか。 どれとどれが同一と聞いているのかわかりません。

この先ほど示した準備書面の内容 と乙第 3号証の 6ページの真ん中辺の 1,

捏造の「存在 しないデータ,研究結果等を作成すること」というのは同一の

意味という意味ですか。

基本的に同じような意味だと思います。この書面は,こ れを見て書い

ているわけじやないので。

甲第 1号証 (雑誌 FWedge避 2016年 7月 号抜粋)の 42ページを示す

3段 目の「これは重大な極造である」とい うところ,先ほど主尋間でここは

主たる事実摘示ではないとおつしやつたんでしょうか。 どうい う表現だつた

んですか。

ここだけをいつもそちらが話題にしてきますけれ ども,私はこの記事

の トータルで実験のデザインと実験デザインでその発表の内容です。

それから,幾つもの中からピックアップしたことも含めて トータルで

握造だと言つているという意味です。そこではないとい うことです。

結構です。ここだけではないとい う趣旨でおつしやつたのね。

とまい。

この甲第 1号証の本文で指示代名詞がついているのはここだけなんですけれ

ども。

指示代名詞。

甲第 1号証 (雑誌『Wedge』 2016年 7月 号抜粋)の 42ページを示す

はい,「 これは」というとこですけども。「これは重大な捏造である」と直前

の文章を受けていることになりますけれ ども,こ れに対 して41ページの一

番上のところは「信 じがたい捏造行為の存在だった」とありますが,NEW

S23の発言がとい う指示代名詞がないですね。

そ うですね。

NEWS23の 発言ですが,あ なたはNEWS23に 対してあの報道はおか
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しいんじゃないのかとか,池田先生の発言は本当なのかとか,そ うい うクレ

ームといぃますか,連絡をしたことありますか。

私がクレームをつける立場にありませんので,も ちろんしません。

申し入れ自体ないんですね。

していません。そちらがするべきではないんですか。

そんなことを議箭 しなくていいんですけれ ども,表現が誤 りで世間に対して

間違つた情報を流布するのを阻止したいんだったら,NEWS23に 申し入

れ してもいいんじゃないですか。

それは,メ ディアを通じて発言をなさる専門家の方の責任であると思

います。よく責任をメディアに押 しつけてくる専門家がいますけれど

も,そ ういった立場に私はおりません。

甲第 28号証 (原告宛送付書)及び甲第 29号証 (信州大学学長宛送付書)を示す

これは,恐 らく平成 28年 6月 17日 ごろに信州大学の学校なり池田先生に

届いたWedgё 平成 28年 7月 号に同封 されていた書面です。見たことあ

りますね。

イまい。

これを送るとい うことは,事前に聞いていましたか。

大江さんが手紙を送つたというのは聞いていました。雑誌は送つてお

きました。■ つヽもやることなので,私が・・・。

後で聞いたとい うことですか。

後か,同時かわからないけど,送つておきましたと言つていたような

気がします。

何で大学に送ったとい うことを聞きましたか。

大学とい うよりもこれがやつぱり大学として対応をとるべき問題,そ

れほどの重大な問題であるとい うふ うに大江さんも私も一緒に記事を

つくつていく中で考えたということです。大変な問題をやっぱり書い
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たというふ うな認識はありました。

甲第 1号証 (雑誌 層Wedge避 2016年 7月 号抜粋)の 44ページ以下を示す

甲第 1号証の44ページ以下ですけども,先ほど科学の記事をわかりやす く

書 くというお話がありましたが,こ こに池田先生の学長選,学部長選等々を

動機 という形でまとめられていますけども,本件実験なり発表なりと関係の

ないことが書かれていますね。

とまセヽ。

何でこれ書いたんですか。

私は,別にこの科学の問題だけを専門誌に書く仕事をしているわけで

はなくて,時には週刊誌,それからスポーツ新聞,グラビア誌などい

ろんなところに執筆をしてお ります。そ ういつた中で読者を喜ばせる

ためのいろんなこともあります。また,こ れはやつぱり彼がどうして

こんな発表をしたのかとい う, どういう人物なのかということをやは

り私は興味を持つた部分だし,読者も興味を持つ部分だと思つたので ,

しつかり取材をして池田氏に近い人にたくさんの取材をして書きまし

た。

それは,池躙先生には確認 しないでいいんですか。

池田氏の周 りの評価 とい うことで書きました。

甲第 34号証 (「証拠資料も改ざん ?子宮頸がんワクチン薬害ねつ造実験裁判で。」

と題するnote記 事)を示す

結構です。これあなたの執筆の記事ですね。

そうです。

「証捌資料も改ざん」とありますが,こ れ先ほど主尋間の最後のほうに出た

要はプログレスミーティングの枚数の問題ですね。

そうです。枚数だけではない。内容が違います。

昨日■先
ハ

生のこの点に関する御証言聞いておられましたね。
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イまい。

甲第 37号証 (本件プログレスミーティングのスライ ド資料ファイルのプロパティ

情報)を示す

これはごらんになりましたか。

見ました。

これを見ても訂正されませんか。

別に改ざんの疑いは消えないと思います。訂正しません。

あなたは,丙第 86号証の内部資料の 19枚 という記載が正しいんだという

のはどこかで裏づけとられているんですかも

裏づけとい うよりもこの 。・・。

とられているの。イエス,ノ ーで答えられる質問をしているんで,質問にイ

エス,ノ ーで答えてください。

とつています。

じゃ,何ですか。おつしゃつてください。

今答えようとしたのに,あなたが阻上 したんでしょう。

そんなことを聞かなくていいです。次の質問なんだから。

まず,丙第 86号証は何の本物かということによる。丙第 86号証つ

てちょつと見せてもらっていいですか。全部ですよね。

丙第 86号証 (第 1日本調査委員会資料一式)を示す

丙第 86号証は,私が取材の過程でことしの 6月 の末になつて初めて

この調査員の資料を持ち得る立場にある方から直接提供された資料だ

からです。 さらに,こ の資料が信頼性の高いものである本物であるこ

とは 7月 に入つてか ら開示された文科省が開示 した調査員の最終報告

書と同一の内容でしたので,これが信頼性の高い原本であるというこ

とが確認されました。

私は,最終報告書が偽 りのものだとい うことを言つているんではありません。
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最終報告書の中身にプログレスミーティングの資料が 19枚であるとい うふ

うに断定されていることについて裏づけをとつたかどうかを聞いています。

そこの部分わからないんで,私たちはこれは推測の範囲で書いて 「改

ざん?Jと いうふうにハテナをつけています。

それで,改ざんという言葉を使つているんですね。

そうです。改ぎんの疑いは消せないという意味で書いています。

甲第 37号証を見ても訂正されないんですか。

しません。

甲第 31号証 (新潮45編集都からのFAX)を示す

i杵:t,二色摂写督とこi:箕三十ここ:鷲』Cほ二ほ:か
らだ

1思
います

そうです。これは,別の媒体の記事を書くときの記事です。

結博です。その前にAさ んの自宅を訪問されていますか。

はい, しました。

あなたは,御 自分をペンネームで書かれて自分の連絡先も明かさないのに,

御 自宅のほうには行かれるんですか。

取材ですので,行きます。

そ うすると,例えばこの裁判で判決で私 どもが勝つと私どもはあなたに対し

てお金の請求ができるんですけども,どちらに行けばいいんですか。

藤本さんのほうにお願いします。

藤本先生は,こ の裁判の代理人であつてあなたの住所 じやないですよね。

うん。でも,iこ れは別に開示する義務は関係ないと思います。

先ほど科学者の常識 とい う議論がありましたが,あなたの周 りでジャーナリ

ス トを名乗る中で本名 も連絡先も開示しない方ほかにいらっしくoいますか。

ペンネームで執筆 している方はたくさんいます。

原告 (反訴被告)代理人清水
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最後の言葉ですけど,ペンネームであるとい うことと裁半けで本名を出し,裁

判所に事実を告げることというのは全然別です。

はい,わかりました。

ペンネームでありながら,裁判になって裁判所に本名も言わない,住所も教

えないというジャーナリス トはどなたですか。

知 りません。私はしないだけです。

いいです。自分以外知 らないですね。

知 りません。私は,裁判のことよく存 じ上げません。

乙第 9号証 (「 申し入れ」と題する書画)の 1枚 目を示す

余計なことは言わなくて結構です。質問だけに答えてください。 日付が 20

16年 5月 30日 になっている,こ れは村中さんと宮)IIさ んと鈴木光明さん,

3人の連名で国際医療福祉大学の学長宛てに申し入れを出した,そ ういう文

書ですね。

とまヤヽ。

これは,A氏に封する取材をするための文書ですよね。

そ うだと思います。

だと思いますつてこれあなたの名前書いてあるけど,こ の文書・・・。

ちょつと読ませてください。そんな急に渡されてもわかりません。

あなたの裁判の記録です。

ちょつと待つてくださぃ。

自分で起案されたんじゃないんですか。

はい,そ うです。

弁護士に聞かないでください。

何で弁護士に開いちゃいけないんですか。ちよつと読む時間をいただ

いてもいいですか。

裁判長
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それは結構です。今尋問なので,蘭 けないんです。わかる範囲で答えてくだ

さい。

これは,A氏の取材を申し入れるために送あた資料です。ファクスだ

と思セヽます。

原告 (第 1反訴及び第 2反訴被告)代理入清水

この起案は,あなたがしたものですか。

起案は,私が多分書いたものではないです。

どなたですか。

大江さんが書いたものだと思います。

この文面で出すことについては,事前にあなた確認 していますか。

私も官川さんも鈴木先生もみんな確認 していると思います。

大江さんが起案されて,あなたのほうでは何の修正もしなし`でそれを出すこ

とを了解 していますか。

しています。

乙第 9号証 (「 申し入れJと 題する書面)の 2枚 目を示す

これをつけて送つてあるというのは御存 じですか。

余 り記憶がないんですけれども,これが残つているということはきつ

とつけていたんでしょう。余 り本当に覚えていません。

その下のほうに丸が 3つ 目のところに||1降 生の主な質問内容 というとこ

ろがありますね。         A
′まい。

実験に用いたマウスの数,フ クチンの投与量 ,′結果の分布などスタディのデ

ザインや条件,なぜNF― κBp50欠 損マウスを用いているのか,ワ クチ

ン接種 した少女は欠損していない,なぜフクチンによる自己抗体, IgG沈

着 と考えるのか,当該マウスの IgG産生能は著しく,こ ういった質問内容

書かれていますが,こ の質問内容全部確認されていますか。
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確認 しています。

このマウス実験についての全体の実験に用いたマウスの数とい うのは聞いて

いますか。

もう一回言つてください。

3つの質問内容がありますよね。

イまい。

実験に用いたマウスの数を質問していますかと聞いたんです。

反訳を見ないとちょつとわからないんですけども。

聞いたかどうかだけで,あなたの記憶でいいです。

聞いたかどうかつて何ですか。これは,こ のメールの中でこういうふ

うに質問,教えてほしいことの内容 ということで多分大江さんがファ

クスしてくれたと思 うので,こ のときに書いたのはこれなんじゃない

かと思います。

そ うではなくて,質問に答えてください。

どこで誰に質問したかですか。

■さんにです。

者々ざ!:ζ簑二轡吾手を推めにこの3項目を書いているんじゃないですか。
はい,そ う思います。

だつて,あ なた名前出して送ることについてオ‐ケー出しているんでしょう。

出しました。取材もしていますけど。

だから,実験に用いたマウスの数は聞いているですかと聞いたんです。

聞いたと思 うんですけど,これは前段があって 。・・。

聞いたかどうかだけです。

当時ですか。その日に聞いたかどうかわかりませんけれ ども B・ 0。

だつたらいいです。
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じゃ,覚えていません。

実験とい うのは何を指 しますか。

この池田先生が発表された実験の詳細です。

実験というのは 3● ●。

マウス実験の詳細。池田氏が発表 したこのスライ ドの実験の詳細です。

甲第 5号証 (「 フクチン接種後の血清 (自 己抗体)のマウス海馬への沈着」と題する

スライ ド)を示す

今このスライ ドとい うのは,こ の附属資料のところに貼つてあるこのスライ

ドのことですか。

この甲第 5号証のスライ ドに使われた実験の内容を教えてほしいとい

うことです。

実験に用いたマウムの数というのはそ ういう意味ですか。

そ うです。

ここに至るまでの実験に用いたマウスの数 とかには関心はないんですか。

それももちろんありますけれども,それは取材の過程で聞くつもりだ

つたので,それはそんな具体的な細かいことは書いたつもりありませ

ん。実験に用いた 日0● 。

質問に答えてくれればいいです。

それだつたら今の答えでオーケーにしてください。それ以上答えられ

ません。この実験に用いたマクスの数です。

質問に答えればいいです。黙つてください。質問だけに答えてください。

被告 (反訴原告)村中璃子代理人藤本

質問がわかりにくいんです。質問が明確 じやないんで,答えにくい状況にな

つています。

原告 (反訴被告)代理人清水

それでは,マ ウスの網膜については何匹だつたとか,そ ういう聞き方してい
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被告

原告

被告

原 告

ますか。

興味がないので, していません。

フクチンの投与量とい うのがありますけども,こ れ聞いていますか。

これは,直接質問していなかったんですけれども,彼がくれた資料の

中にありました。

この日のことをF耳写いていますから。つまり C・ ・。

(反訴原告)村中璃子代理人藤本

今この日とい うのはどの日のことですか。

(反訴被告)代理人清水

6月 3日 のことです。これ 6月 3日 の取材のためでしょう。

(反訴原告)村中璃子代理人藤本

乙第 9号証自体 5月 30日 ですよねど

うん, 5月 30日 のファクスです。

(反訴被告)代理人清水

5月 30日 に送って, 1枚目,だつてあなたオーケーしている。 6月 6日 ま

でに取材に応 じてくれつて書いているじやないですか。それで, 6月 3日 に

会っているじゃないですか。

ちよつとゆつくりしゃべつてくれないと私も・・・。

あなたが早ぃので,私も合わせているんです。

自分がどういう順番でどういうことをやったのかをこれ見ながら思い

出さないとわからないので,少 しゆつくりやつて,あ とわかりやすく

質 F口号してください。                   I

6月 3日 のA氏 との面談のときにフクチンの投与量は聞いていますか。

その当日は聞いてしヽないと思います。

結果の分布 とい うのがありますけども,結果の分布 とい うのは屋、母いています

か 。
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結果の分布 とい う言葉でちょっとこのときにどういう意図をしたのか

わかりませんけれども,こ こで計画した質問を全部きちんとそのとき

に聞けたかどうかはちょつと記憶が曖味です。

その後のノックアウトマウスを用いているのか,なぜというのありますけど

も, 2つ 目です。これについては質問していますか。

多分したと思います。ちょつと反訳を見せていただいたら,その部分

を出せると思うんですけど,それもちょつとどこで聞いたのかという

のがメールのや りとりだつたのか,当 日聞いたのかもちょつとかなり

前のことで思い出せません。

じゃ,こ こはどの時期でもいいんですけども,なぜノックアウトマクスを使

うんだとい うふうに言っていましたか。   .

自己抗体の産生を見るために彼がパイロットでやつている実験だとい

う,A氏の説明はそ うでした。

その次のなぜフクチンによる自己,こ こは聞いていますよね。沈着云々のこ

とについては,大江さんからそもそもたしか一番最初に言葉を出しているん

で,それはありますね。

甲第ぅ1号証 (雑誌『WOtt g e』 2016年 7月 号抜粋)の 44ぺ‐ジを示す

それの一番上の段のところで「ヒトヘの投与量の100倍以上」というふう

に書いていますね。

イまい。

続けて「一体何がしたいのか」というふうに書いていますね。

子まヤヽ。

これは,人への投与量の 100倍 以上も投与す るのはおか しい とい うニュア

ンスで書いているんですか。

なぜかわからない とい う二■アンスで書いています。 目的がわか らな
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いという,どんな結果を求めているのかがわからないということで書

いていますd

丙第 73号証 (A氏 と被告村中璃子との間のメール「返答です。:雑誌到着のご確認」)

を示す

これは,雑誌が発売 された後にあなたがA氏にメールを送つていますよね。

i イまい。

それに封してA氏のほうからメールが来ていますよね。

イまい。

あなたがやつばり2ページロのところで「マウスでのフクチン投与量がなぜ

人の 100倍量なのか」というふ うに書かれていて,それに対してA氏のほ

うで北里大のグルとプでもとい うことで説明をされていますよね。

イまい。

この質問をするとい うことは,あなたは人への投与量の 100倍以上するこ

とをなぜするのか知 らなかったということですか。

いやいや・・・。

質問に答えてください。記事で書いたの女口らなかつたんで,疑間で書いたと

い うことですね。

もう一回言つてください。何ですか。

フ 記事に「ヒトヘの投与量の 100倍以上。一体何がしたいのか」というのは,

単純にあなたが意味がわからないので,疑間を書いたとい うことですか。

いや,こ のマウスに脳障害が起こつているということを証明するため

になぜマウスで, 目的が違えば別かもしれませんけれども,:こ の北里

の例えば実験の場合の炎症系の解析を行 う実験のときであれば,も し

かしたらこの 10o倍 量は適切なのかもしれませんが,脳に障害が起

こつている自己抗体が沈着 しているとい うあの結果を導くための前提

として 100倍 量を投与する理由が不明際だったからです。私にはわ
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からなかつたからです。質問したノvです。

それに対してA氏のほうから答えが来ていますよね。

1まい。           |

こうい うことをや りましたと,それに倣ってやつただけです とい うことなん

ですけども,こ の答えはあなたのほうでは記事に書いていますか。

これは 21日 ですよね。

イま予ヽ。

それで,こ れについて説明になっていると思わなかったので,書いて

いません。

それから,先ほど結果の分布 ということなんですけども,これパイロット実

験であれば結果の分布 ということは問題にならないんじゃないですか。

パイロットといつてもどのレベルのものかにもよりますし, どういつ

たものかとい うことはお会いしなければわからないことだつたので,

そういつた質問の仕方をしています。それは,会 う前に送つている文

面,フ ァクスだと思います。

原告 (第 1反訴及び第 2反訴被告)代理人出口

乙第 7号証の 2,(反訳文 (乙第 7号証の 1))の 77ページを示す

これ 6月 3日 の面談の反訳ですね。これの 77ページ,先ほどからここで面

談の途中でA氏が「これは海馬だけれども,網膜もありますからね。」という

ところに姑して村中さんが「網膜でも染まるやつがあつて。」とY｀ うふ うにお

つしゃつていますね。

イまい。

このときにあなたはA氏が海馬だけではなくて網膜の画像についても話をし

ているということを認識 しましたよね。 ´

しました。そして,すごく古い何か駆膜の論文を私のほうに出してき

ました。
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あなたが聞きたいのは,海馬だけだとい うふ うにおつしゃっていましたよね。

そうです。私が聞いていないのに,勝手にしゃべつてきました。

そしたら,網Л莫のことは聞いていないから,海馬の画像で何枚ですかとい う

限定した質問していませんよね。

していないけれども,その場の会話の流れからは全員が海馬の話をし

ていましたし,そ こで網膜の話を展開する議論にはならていないと思

います。

被告 (反訴原告)村中璃子代理人藤本

2点ほどちょっと。先ほどプログレスミーティングの資料の枚数についてち

よつと反姑尋間でありましたけれども,あ なたとしては本調査委員会に提出

された 19枚 ,あ るいは今回訴訟で提出されている47枚の資料,あ るいは

別の資料もあるのかもしれませんが, どれが本物だというふ うに今考えてお

られますか。

19枚の資料だと思つています。 というのも池田先生が発表された資

料の中に網膜のものはもともと入つていませんし,も ともと脳への脳

神経学者 として池田先生が脳に異常を起こすかどうかを見るとい う目

的ですので,唐突に網膜のものに興味を持つてやつているとは考えが

たいからです志

それ以外にマウスの海馬の画像についてA氏が持つていたというふ うにも考

えておられるんですか。

持っていてもおかしくはないと思います。あの諭文は,古い論文です

けれども,網膜の実験やつた論文も出ています し,そ ういつた別の実

験をやっていても決 しておかしくはないと思います。

今回A氏がほかにもほかのフクチンを打ったマウスに緑に染まったマウスの

海馬の画像はないとい うことをおちしやつていますけども,その点について

はどういうふ うに今考えてぉられますか。
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これは,あのときにあれほどたくさんあると言つたのに,なかつたと

いうことについては幾つかの可能性がありますけれども, 1つ はデー

タを消したとい うことは考えられるんじゃないかと思います。あるい

はそれほどの数をやつていなくてたまたま とつがHPVで 緑になつた

ので,それをもつて 1枚のスライ ドにしたとい う可能性ももちろんあ

るかと思います。

最後に 1つ。今回の池田氏の発表については,意見書を書いてくれた野田先

生,吉川先生,柳沢先生など専門家の方が捏造であると評価されていますし,

村中先生の周 りの大多数の医師や研究者の方も捏造だというふ うにおっしゃ

つていると私は聞いていますけれども,池 田氏がこのような発表をしたこと,

あるいは今回の訴訟を提起してきたことについてあなたとしてどのように考

えておられるんですか。

これは,国内外のメディアからもたくさん聞かれる質問なんですが ,

やはりこれでもただの考えですけれども,やはりこの科学の問題を科

学界で支持されていないものなので,学会や論文といつた場で話し合

つた場合にはやはり彼は自分の主張を正しいとい うふ.う に支持 してく

れる人がいないから,だから科学ではない場で話をしようとしたのじ

ゃないかとい う印象を受けたのが特に昨日もやつぱり尋問を聞いてそ

ういうような藤「象を受けました。それから,私がやつばり裁判を起こ

されることで実際にすごく執筆の場を失つたんですけれども e e.｀ ゃ

つぱり筆を折るという大きな目的があつたんじゃないかということは

ずつと感じていることです。でも,こ れは私が感 じていることでどこ

にこんな裁判を起こすことの意図があつたのか全 くゎかりません。

被告株式会社ウェッジ及び同大江紀洋代理人秋田

先ほど相手方代理人から網膜の話が出たということをおっしゃられていまし

たよね。
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イまヤヽ。

大江さんにも確認 したことなんですけど,今回の取材に当たつて画像を皆さ

んで見ながら話 し合われていますよね。

1ま 予ヽ。

その画像 とい うのは,甲第 5号証のことですね。

イまヤヽ。

甲第 5号証というのは網膜の画像ですか,海馬の画像ですか。

海馬の画像です。

::g彗こど;を損|と電房][5吾ζζttaiメ
ール等も含めて網膜の

海馬のことです。

あなたは一貫して海馬のことを聞いてきたんですね。

イまい。

裁判官奥山

6月 3日 の取材の際の席の並びについて教えていただきたいんですが,ど う

い う距離感でどうい うlll買番で並んでいらつしゃいましたか。

四角いテーブルで私の向かいに大江さんがいて,私はここにいて。

今 ここというのがちょつと何か。

私と大江さんが,ち ょつとよく覚えていませんけど, 4人で四角いテ

ーブルに 2人ずつかけて向かい合って話をしました。

裁判長

村中璃子に対し, 6月 3日 の取材の際の席の並び位置及び村中璃子,大江紀

洋,A氏 ,宮川剛の着席位置の見取図を作成することを命 じる。

村中禁子は別紙に上記命令とおり見取図 (「 A』 はA氏 ,「宮」は宮川南1,「大」は

大江紀洋及び「村」は村中璃子を示す)を作成したので,これを調書の末尾に添付

した。
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裁判官奥山

この図の上側の丸が描かれている部分については訂正された部分とい うこと

ですね。                I

イまい。

このテーブルのサイズは,今そこに座つていらつしゃる証言台のサイズと比

べてどうですか。大きいですか,だ さヽいですか。

もつと大きいものです。普通に4人がけのテーブルです。ホテルのレ

ス トランの 4人がけのテーデルです。

普通に 4人がかけられるサイズのテーブルということですね。

そ うです。割 と広々としたところなので,広い 4人がけのテーブルで

す。

そのテーブルに先ほどの甲第 5号証のスライ ドの写真を示してここの部分が

緑色だねとかい う話をしていたという,そ ういうことですね。

そうです。

要するにその画像の部分について見えないところで話が進んでいるとか,そ

ういう話ではないとい うことですか。

違います3置いてその画像について話をしていました。

先ほどから繰 り返しパイロットでやつている実験とか,パイロット実験 とい

うふ うな言葉が出てきていると思 うんですけれども,パイロット実験 とい う

のはどういう意味ですか。

予備的な実験 と▼ヽ うことをパイロットと呼んでいるだけなので,本当

に予備実験ということですと何か本当の目的の実験の前の予備的な実

験とい う意味だと思います。あるいはその本当の実験を本格的なマウ

スの数をそろえてやるのではなくて,数匹やつてみるといった,そ う

いった意味で使われることもあるかと思います。

先ほどパイロット実題費といってもいろんなレベル感があるというふ ぅにおっ
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しゃつていたんですが,今回A氏がやつたパイロット実験というのはどのレ

ベル感のものだとい うふ うに理解 していらつしやいましたか。

2つ とり方があると思 うんですけれども,本来ならば本日当数のマウス

をそろえて再現ど
l生 があることを確認 しなければいけないけれども, 1

匹だけやつたとか, 2匹だけやつたとい う意味かもしれないし,あ る

いはもつと大きな脳に実際にワクチンを打つたこの脳に,本当にその

ものに障害が起きるということを証明するために,まずは自己抗体が

出るかどうかを見るというレベルでやつたということも考えられるん

ですが,ただしこのNF― κBp50欠 損マウスというのは非常に特

殊なマウスで打つだけでも二,三か月も年をとると自己抗体ができま

す。しかも,こ の遺伝子が欠損している人間は多分半年 と生きれない。

よって,フ クチンを打つような年齢まで生きれないような子たちです。

なぜこの特定の遺伝子型のマウスから,人間でもこの遺伝子が欠損 し

ていれば非常に特定なのに,自 己抗体ができるかどうかを改めて確認

する実験,それが脳の海馬を認識するかどうかという実験だったとい

う主張なんですけれども,そんなものをやつたのかというのはちょつ

と不可解な部分はあるので,も しかしたら最初も言った 1匹だけとい

う意味なのかもしれません。

結論 として今お考えのパイロット実験のレベル感 というのは,執筆当時に考

えていらっしゃつたのはどのレベルとい うことなんですか。

全くわかりません。パイロットと向こうが主張しているんですけれ ど

も,何のパイロットなのかは私にはちよらと見当がついていません。

面談の中でパイロットだということは,A氏はおつしゃっておいでですよね。

そうです。予備的だということをすごく強調されていて, 1匹の結果

だし,幾つも緑になっちゃったやつもあつたけど,たまたまこれはき

れいに光つたものだということを強調していました。
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普通パイロット実験の結果が公になることはないということですか。

ないです守
パイロット実験が公になつた場合には恐らくそれを全力を

もつて研究者は否定する,あ るいは訂正を加えなければ,パイロット

であることを主張しなければならないと思います。

パイロット実験なんだったら,パイロットだということを示さなければなら

ないということですか。

そうです。パイロジト実験であれば,パイロットでないように出てし

まつたら,パイロットだということは即座につけカロえなければいけな

い情報です。

例えばそれはこれはパイロットですとかつてパイロットという言葉を出さな

いとだめなんですか,それともまだこれからさらに研究の途中ですみたいな

言い方でも大丈夫なんですか。

まだかなり,例えばマウスの数なんかも全く明らかになつていない形

で,デザインもわからないものが結果だけ出たという形で,説明だけ

が一言のような形で脳に障害が起きたと,あの言葉を聞くと一般的な

人たち,わからないですけど,少なくとも私も含めた,そ こまでの専

門知識のない医者も含めた全ての人たちがやはりあれだとフクチンを

打つたマウスの脳に何か異常が起きたと捉えられるのではないかと思

うので・・・。

ごめんなさい。ちょつと話がすれ違っちやつたんですけど,要するに研究者

の間ではパイロットであるということを言葉で示さなきゃいけないのか,そ

れ ともまだ実験の途中ですよと言えばそれで足りるのか。

パイロットだから,どの段階かは少なくとも言 う必要があると思いま

す。パイロジトといつてもいろんなレベルがあるので,そ のことを明

示する必要があると思います。

そのことが明示されていたとしたら,握造ではないということですか。
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私としては,あの発言とパイロット実験であってもなぜあのパイロッ

トの実験からあの発言が導かれるのか,あの発言のもとのパイロット

となる実験のデザインもしていないと思 うので,やはり握造とい う言

葉は変わらないとは思います。

裁判長

今のあの発言というのは, どの発言のことを指 しておられますか。

子宮頸がんフクチンを打つたマウスの脳だけに異常な抗体が沈着 して

いるとい う表現です。

それはNEWS23の 発言とい うことですか。

イまい。

裁判官奥山

先ほど捏造に関する研究ガイ ドラインがあるということは,執筆当時は御存

じなかったとい うふ うにおっしゃつていたんですが,大江さんからは聞かな

かつたですか。

もちろん聞いていません。私これ別に捏造かどうかの評価をするため

に書いたものではなくて一般誌に,ただのビジネス誌に一般σ)人にわ

かる問題 としてこの子宮頸がんフクチン問題書いたにすぎませんので ,

一般的な意味での捏造という形で書いたわけです。

一般的な意味の捏造という意味で書いているから,特段大江さんとかにも確

認はしていないとい うことですか。

そうです。大学がどう評価するかとか,そ ういう問題ではないので,

一般的な記述として書いているだけです。

一般的な。・・。

ないことをあることのように言つたり,ない事実を作成して発表した

り,書いたりすることという意味です。

問題提起みたいな形で使った言葉なんですか。
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裁判長

問題晃起とい うよりは,ないものをあるものとして言つているとい う

ことの意味で捏造とい うふ うな書き方をしました。

先ほど大江さんにも伺らたんですけれども,池田先生から官川先生に宛てた

メィルが来ていたとい うことが陳述書の中に示されていたのは覚えていらっ

しゃいますか。

イまい。

あのメールについては,村中さんもごらんになつていますか。

そ うです。私から多分大江さんに提供したのかも E C● 。

ごらんになっているとい うことは間違いないですね。

1ま ヤヽ。

厚労省の研究発表についても,録音反訳が出ているものですけれども,あれ

ももちろん御確認されているとい うことで間違いないですよね。

はい,間違いありません。

何点か伺いますけれ ども,まず 6月 3日 の会食のときに甲第 5号証を見なが

ら話をしましたよね。A氏の話を聞いているときに甲第 5号証のデータ,ス

ライ ドと棒グラフについて何匹のマクス実験をした結果だというふ うに認識

していましたか。

あそこで 1と いうふ うに言われたので,ないんだけど,情報がないの

で, どうなのかということをまず最初に確認 していると思 うんですけ

れども,何匹の結果なのかとい うことを。書いていないから,幾つか

わからないし, 1か もしれないし, 100かもしれない。それはわか

らないと思つていました。不明だと思っていました。

そこは,確認しなかつたのはなぜですか。

確認しています。そしたら, 1の結果だというふうにA氏は言つてい

ますので。・・。
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ただ, 1の結果ということで,その 1をつくるまでにどのぐらいのマウスの

実験があったということはF耳弓きましたか。

言つていると思います。 30枚も40枚 もあつて,ほかのものも入れ

ると何万枚もあるとい うふ うな形で・・・。

枚数ではなくてどのぐらいのマウス実験をしたかということについてはお掃l籍

きにな りましたか。

その枚数がとれるとい うことは,それ相当のマウスの数はいるとい う

ことですので,同等の質問をしている,私 としてはつもりです。

枚数本目当のマウスは使つた実験はされているというふ うに受けとめたとい う

ことですか。

そ うです。

それから,成果発表会における発表の位置づけなんですけれども,これにつ

いてはどういうものだとい うふ うに考えていますか。

もちろん学会発表 とか,そ ういうものではないんですが,まず異例な

こと,通常成果発表会 とい うのはクローズ ドの研究者同士だけが集ま

る会 とい うのは通イダllです。 ところが,その日はフクチン被害を訴えら

れている方々からも要請があつたということで私後から聞いているん

ですけれども,メ ディアに公開する形にしてほしいという要請があつ

たということで初めてメディアに公開されることになつた成果発表会

です。なので院内の会ではなくてパブジックに情報が出る可能性のあ

る会だったということが 1点 です。そういつた意味でメディアも同席

していましたので,メ ディアに対する発表,メ ディアに伝える情報相

当の内容のもの,パブ ,ノ クにさらす内容のものであったという認識。

だから,情報として外部に出るというところはあるんですけれども,その成

果発表会での発表のレベル といいますか,その各・・ H。

でも,公開です。公開されていて,多介メディアだけじゃなくてそれ
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を聞く希望の人は全員聞けたというレベルだと思います。

そ うすると,ク ローズ ドの成果発表会での発表 と公開された成果発表会での

発表は発表すべき情報のレベルが違 うべきというふ うにお考えなんですか。

それはそ うです。それにさらにテレビとぃ ぅのはもう明らかにパブリ

ックに姑して語りかけるものですので,そ の 3つは大分レベル感が違

うと思います。

それでは,論文 とか,こ れから研究を続けていくとい う過程での成果発表会

という位置づけ自体が変わるわけではないですよね。

そうです。そうい う意味では変わらないと思います。ただ,メ ディア

に公開されるものであったということと実際メディアにあのようなN

EWS23の ような形で事前取材も受けて成果発表会で発表されたの

と同じ内容が表に出てきたことを考えると,池田先生自体もしかした

らこれがパブリックにあの形で伝わっても構わないという認識でいた

のではないかなとい うふ うに私はとりました。

全然違 う話なんですけれども,本件で村中さんは裁判の当事者なんですけれ

ども,御本人の特定ができていない状態なんです。伺いたいんですけれども,

村中璃子とい うペンネームを使つていらつしゃるのは御本人一人ですか。

はい。だと思います,私の知る限りでは。

そ うすると,村中璃子の名前で執筆されているものは全てあなたが書いたと

い うことで間違いないですか。

間違いありません。英語での執筆も全部村中璃子です。京都大学も村

中璃子で登録 しています。

それは,共同執筆とかとい うことはないですね。

ありませんとこの記事に関して編集は大江さんが入つていますけどЭ

あなたの個人的な 1人のペンネ■ムでお使いになつている名前ということで

いいですか。
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はい,何人もいるかとい うことですか。違います。 1人です。

以   上
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